
 

令 和 ７ 年 度 
 

大分県宿泊業経営力強化加速化事業 

 

【 公 募 要 領 】 
 

 

 

  多様化する宿泊ニーズや人手不足への対応など、宿泊事業者を取り巻く経営環境の変化

に対応し、持続可能な経営基盤の構築を図る取組を広く公募し、その取組に必要な費用の

一部を支援します。 

 

 

 

［受付期間］ 

  令和７年７月１日（火）～令和７年１２月２６日（金）（１７：００必着） 

      （土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

  ※予算上限に達した場合は、公募期限前に申込受付を終了する場合があります

ので、あらかじめご了承ください。 

 

［提出先・問い合わせ先］ 

     大分県商工観光労働部観光局観光政策課 観光産業振興班 

    〒８７０－８５０１ 大分市大手町３丁目１番１号 

      ＴＥＬ：０９７－５０６－２１２２ 

    ＦＡＸ：０９７－５０６－１７２９ 

      Ｅ-ｍａｉｌ：a14180@pref.oita.lg.jp 

 

 

 

１ 公募する事業 

（１）補助対象事業 

対象となる事業は、次の①又は②のいずれかに該当するものとし、宿泊業の経営力強化に

つながる事業とします。 

① 観光庁が公募を行う「観光地・観光産業における人材不足対策事業」において交付決定を

受けた取組であること。 

② 観光庁が公募を行う「観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」にお

いて交付決定を受けた取組であること。 

※県への交付申請日前に補助事業に着手した場合は補助対象外とする。 

 
（２）補助対象事業者 

   この事業の補助対象事業者（以下、事業者）は、県内に立地する施設を事業の対象とする宿

泊業の中小企業者（※）とする。 



 

 

 
※中小企業者について 

対象 定義 業種 

中小企業者 １．資本金の額又は出資の総額 5 千万円以下の 

会社 

２．常時使用する従業員の数が 200 人以下の会 

社及び個人 

旅館業法第二条で定

める「旅館業」を営

む者で同法第三条の

許可を受けた者。 

 
（３）補助率及び補助上限額 

 ① 人材不足対策事業 

 〔通常枠の場合〕 

●補助率   １／６以内 

●補助上限額 １５０万円以内 

  〔賃上げ枠の場合〕 

●補助率   １／４以内 

●補助上限額 ２５０万円以内 

  ② ユニバーサルツーリズム促進事業 

●補助率   １／４以内 

●補助上限額 ５００万円以内 

※賃上げ枠について 

 令和７年４月１日から令和８年３月３１日の間で、給与・賃金等（残業代や賞与、各種

手当、役員に支払った給与及び役員報酬等、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く）の

総支給額が、国への交付申請前の直近１ヶ月と比較して、１．５％以上増加していること。 

（その他詳細については、「賃上げ枠 Ｑ＆Ａ」を参照） 

 

（４）補助対象経費 

観光庁「観光地・観光産業における人材不足対策事業」及び「観光地・観光産業におけるユニバ

ーサルツーリズム推進事業」の補助対象経費に準じます。 

 

２ 応募について 

（１） 応募期間 令和７年７月１日（火）～令和７年１２月２６日（金）１７時００分必着 

        ※予算上限に達した場合は、公募期限前に申込受付を終了する場合があります 

ので、あらかじめご了承ください。 

（２）受付方法 別添の「令和７年度大分県宿泊業経営力強化加速化事業費補助金交付申請書」 

をメールで提出してください。 

メールの件名は「令和７年度大分県宿泊業経営力強化加速化事業費補助金（事 

業者名）」としてください。 

（３）提出先・問い合わせ先（担当） 

大分県商工観光労働部観光局観光政策課観光産業振興班 

   メール：a14180@pref.oita.lg.jp 

       ＴＥＬ：０９７―５０６－２１２２ 

 



 

３ 交付決定後の留意点 

 （１）補助金交付申請書の内容審査後、事業者に補助金交付決定通知書を送付します。 
 （２）交付決定の結果については県ホームページにて公表します。 

（３）事業者は、補助事業が完了し国から額の確定通知書を受理した場合は、交付要綱に基づき

県に実績報告書を提出してください。 

（４）原則として令和７年３月３１日（月）までに県あてに実績報告書を提出してください。 

（５）実績報告書の内容審査後、事業者に補助金の額の確定通知書を送付します。ただし、事業

実施に当たり補助対象経費の変更があった場合は、補助金交付決定額が減額されることが

あります。 

（６）賃上げ枠で申請し、事業終了後に目標を達成していなかった場合は、原則として通常枠へ

の変更は認めません。 

 （７）補助金交付申請書、実績報告書に添付していただく見積書、領収書等の証拠書類について

は、補助事業完了後５年間保管してください。 

（８）補助事業により改装した事務所等や取得した備品等については、一定期間はその処分が制

限されます。 

（９）事業者は、同一事業について観光庁の対象事業を除き複数の補助金を受給することはで

きません。 

 （10）採択された取組については、概要を県のホームページ等で公表するほか、先進的取組事例

として事例発表をお願いすることがあります。 

（11）本事業の終了後においても、知事からその後の状況や成果について報告を求められた場合、

県へ報告してください。  

（12）大分県補助金等交付規則、交付要綱等の規程に従ってください。 

(13) 予算が上限に達した場合は予告なく募集受付を停止いたします。 

 



 

 

４ 補助金のスキーム 
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